
第三十八回障がい者制度改革推進会議 意見提出フォーマット 

障 が い 者 制 度 改 革 推 進 会 議 の 意 義 と 課 題 に つ い て  

委員名  大 濱  眞   
 

１ ． 障 が い 者 制 度 改 革 推 進 会 議 の 意 義  

 

 この「 障がい 者 制度改 革 推進会 議 」は、権 利 条約の 締 結に必 要 な国内 法 の整備 が

その設 置 目的で あ り、関連 法 を整備 す ること が 責務と さ れてい る 。さらに 関 係行政

機関相 互 間の緊 密 な連携 を 確保し つ つ、障 害者 施策の 総 合的か つ 効果的 な 推進を 図

るため に 設置さ れ るとあ る 。 

従っ て 、「 本推 進会 議」 は従 来の 省庁 で設 置さ れる 審議 会等 の設 置目 的の 枠組 み

を超え た 、障害者 施 策全般 に 取り組 む 、幅広な 議 論をす る 画期的 な 組織と し て権能

しうる 会 議とし て 設置さ れ た。こ の会 議は三 障 害の立 場 からな る 障害当 事 者が過 半

数を占 め た会議 と して発 足 し、当事 者 の意見 を 最大限 引 き出し 、尊 重する 姿 勢を貫

いた。こ のこと は 、多くの 障害当 事 者のみ な らず、福 祉を取 り 巻く多 く の人に 共 感

を与え た 。勿論そ の 一方で 、こ のよう な 動きに 過 度な警 戒 を抱く 組 織や人 達 がいた

ことも 事 実だ。  

 い ずれ にせ よ 、「 本推 進会 議」 が、 障害 者施 策の ある べき 姿を 一次 意見 、二 次 意

見とし て 纏め、その 成果を 改 正基本 法 に十分 と いえな く ても組 み 込めた こ との意 義

は充分 評 価され よ う。また 、総合福 祉 部会の 議 論を経 て ５５人 部 会員の 合 意とし て

骨格提 言 が作ら れ 、自立支 援 法から 新 たな福 祉 法と生 ま れ変わ ろ うとし て いる 。こ

の骨格 提 言は障 害 者福祉 施 策のあ る べき姿 を 具現化 す べく策 定 されて お り、将 来的

にも一 つ の指針 と して位 置 づけら れ るであ ろ う。  

 ま た 、「 中央 障害 者施 策推 進協 議会 」と 「本 推進 会議 」の 役割 はと 言わ れる こ と

がある が 、年一回 程 度、総理 大 臣出席 の もとで 開 催され る 中央障 害 者施策 推 進協議

会は、あ きらか に 当日意 見 を述べ る に留ま る 会議で あ る。この「 中央障 害 者施策 推

進協議 会 」で障 害 者施策 の 実質的 な 議論は 無 理であ る 。 

 

２ ． 障 害 者 政 策 委 員 会 に 期 待 す る こ と （ 積 み 残 し の 課 題 も 含 め て ）  

 

 今後 の 課題と し て、  

○「本 推進 会議」は「 関係行 政 機関相 互 間の緊 密 な連携 を 確保し つ つ」と ある 。

しかし 、関係の 行 政、省庁 の縦割 り の壁は 厚 い。省庁 では 、直 接省庁 に 関係

するこ と を内閣 府 主導で 議 論が進 め られる こ とに警 戒 心が強 い。今後は、こ

のよう な 縦割り 行 政（省 庁）と「障 害者 政策委 員 会」が どの ように 融 合して 、

新たな 信 頼関係 を 築き、 実 のある 議 論がで き るかが 問 われて い る。  

○今 後 、「 政策 委員 会」 が障 害者 施策 全般 のあ るべ き姿 を議 論し 、あ るべ き 姿

を現実 に してい く 過程で 避 けて通 れ ない課 題 として 財 源の確 保 がある 。社 会
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保障と 税 の一体 改 革の中 で、障害者 施 策とし て の財源 を 今後ど う 見積り、ど

う賄っ て いくの か。「政策委 員 会」とし て も最低 限 の議論 は すべき で あろう 。 

○政策 委 員会は 、障害者 施 策の中 で 、個別 案 件とし て 積み残 さ れ、取 り 残され

ている 下 記の課 題 にどう 対 処して い くかが 問 われて い る。  

a 重 度障 害者の ２ ４時間 介 助確保  

（ 地 域 移 行 時 の 重 度 障 害 者 の 偏 在 や 長 時 間 ヘ ル パ ー 制 度 で 市 町 村 負

担を低 減 する財 政 負担割 合 の仕組 み 構築）  

ｂ 重 症 心身障 害 児者の 生 活基盤 の 構築（ 手 厚い医 療 と介助 の 確保）  

ｃ 精 神 障害者 の 社会的 入 院の解 消  

 

以上  

 


